
        

 

 

 

 

 
別表（第８条関係） 

区 分 

 

室 別 

(社会教育関係団体等 )公民館使用料  

午前９時から 

正午まで 

正午から 

午後５時まで 

午後５時から 

午後９時まで 

午前９時から 

午後９時まで 

ルーム１ 1００円 ２００円 ３００円 ６００円 

ルーム２ ２００円 ３８０円 ５８０円 １，１６０円 

ルーム３ ５０円 １００円 １５０円 ３００円 

ルーム４ １００円 １７０円 ２７０円 ５４０円 

ルーム５ １００円 １７０円 ２７０円 ５４０円 

和室１ ５０円 ７０円 １２０円 ２４０円 

和室２ ５０円 １００円 １５０円 ３００円 

音楽室 ２００円 ３００円 ５００円 １，０００円 

展示スペース  ３００円 

キッチンスタジオ ２００円 ２２０円 ３００円 ７２０円 

 

別表（第１０条関係） 

区 分 

 

室 別 

文教福祉複合施設学習室等使用料  

午前９時から 

正午まで 

正午から 

午後５時まで 

午後５時から 

午後９時まで 

午前９時から 

午後９時まで 

ルーム１ ４００円 ８１０円 １，２２０円 ２，４３０円 

ルーム２ ８１０円 １，５２０円 ２，３４０円 ４，６７０円 

ルーム３ ２００円 ４００円 ６１０円 １，２１０円 

ルーム４ ４００円 ７１０円 １，１１０円 ２，２２０円 

ルーム５ ４００円 ７１０円 １，１１０円 ２，２２０円 

和室１ ２００円 ３００円 ５００円 １，０００円 

和室２ ２００円 ４００円 ６１０円 １，２１０円 

音楽室 ８１０円 １，２２０円 ２，０３０円 ４，０６０円 

キッチンスタジオ ８１０円 ９１０円 １，２２０円 ２，９４０円 

展示スペース  １，２２０円 

備考 

１ ルーム１～５、和室１・２、音楽室、オープンスペースを営利を目的とする個人又は団体が利用する場合における使

用料は、基本使用料の２倍に相当する額とする。 

２ オープンスペースの使用料は１日当たり３，７６０円とし、使用を許可する使用目的の範囲は別に定める。 

３ キッチンスタジオを営利を目的とする個人又は団体が利用する場合における使用料は、１日当たり２１，０００円を

上限に別に定める。 

 


